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労働者派遣法第 23 条第 5 項に基づき、以下の情報を公開します。 

 

1. 派遣労働者の数 3 人 

2. 派遣先の数 5 事業所 

3. マージン率 32.6% 

4. 労働者派遣に関する料金額の平均額（1 日 8 時間当たり） 29,841 円 

5. 派遣労働者の賃金額の平均額（1 日 8 時間当たり） 20,114 円 

 

※上記のマージン率には次の費用が含まれています。 

①社会保険料：雇用主負担の労災保険・雇用保険・介護保険・厚生年金保険・健康保険 

②福利厚生費：派遣労働者が取得する有給休暇費用・健康診断費用 

③教育訓練費：ｅラーニング使用の諸経費、訓練時の有給費用 

④派遣元経費：営業、事務、求人費用等の事業運営にあたる労働者の人権費及び活動費、 

       オフィス賃借料、販促費、光熱費、通信費、消耗品費、その他費用 

⑤営業利益 

 

6. 教育訓練に関する事項 

訓練種別 対象となる 

派遣労働者 

訓練方法 訓練費用 

負担 

賃金支給 

ビジネスマナー 雇入時 OFF-JT 無償 有給 

情報セキュリティ 雇入時、派遣中 OFF-JT、OJT 無償 有給 

コンプライアンス 雇入時、派遣中 OFF-JT、OJT 無償 有給 

安全衛生 雇入時、派遣中 OFF-JT、OJT 無償 有給 

職能別教育 雇入後 1,2 年目 OFF-JT 無償 有給 

職能・階層別教育 雇入後 3,4 年目 OFF-JT 無償 有給 

職能・階層別教育 雇入後 5 年以上 OFF-JT 無償 有給 

※キャリアコンサルティング相談窓口：代表取締役社長 竹内勝午／連絡先：0263-29-0280 

 

7. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

 ・労使協定を締結している（協定書の有効期間終期 2026 年 3 月 31 日） 

 ・協定労働者の範囲： 

ソフトウェア作成、システムコンサルタント・設計、機械検査の業務に従事する従業員 

 


